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                                     グリス除去装置認定業務のあらまし 
 

 

 
 

 

一般社団法人 

日本厨房工業会 

会長 

 

 

 

 

 

一般社団法人 

日本厨房工業会 

 

グリス除去装置評定委員会 

①認定の申請 

③試験結果提出 

④認定の可否の報告 

⑤認定書の交付 

⑥認定ラベルの申請 

⑦認定ラベルの交付 

(1)技術基準策定・改定の依頼

(2)技術基準策定・改定 

 

グリス除去装置委員会 

申 
 

請 
 

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②技術基準に基づ

く試験  
 

◇ 担当業務 

 

  □ 一般社団法人日本厨房工業会会長･･･①認定の申請の受付 ⑤認定書の交付 ⑥認定ラベル申請の受付 ⑦認定ラベルの交付 

 

  □  グリス除去装置評定委員会･････････④認定の可否の判断及び会長への報告 

 

  □ グリス除去装置委員会････････････(2)技術基準の策定及び改正 

 

  □  一般社団法人日本厨房工業会･･･････②、③技術基準に基づく試験及びグリス除去装置評定委員会への試験結果の提出                  

                                   (1)グリス除去装置技術調査委員会への技術基準策定及び改正の依頼 
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改正2011年 6月28日 

グリス除去装置認定規程 

(目 的) 

第１条  この規程は､業務用厨房設備に付属するグリス除去装置に関する認定を通じ､排気ダ

クト及び天蓋などへの火災伝送防止に努め､その安全性を確保し､災害の未然防止に寄与

することを目的とする｡ 

 

(適用の範囲) 

第２条  この規程は､業務用厨房設備に付属するグリス除去装置について､一般社団法人日本

厨房工業会(以下工業会という｡) が行う認定に関する業務等について規定する｡ 

 

(委員会の設置) 

第３条  工業回の会長(以下会長という｡) は、グリス除去装置の認定事業を推進するため､グ

リス除去装置評定委員会 (以下評定委員会という｡) を設ける｡ 

２  評定委員会の構成､その他評定委員会の運営に必要な事項は別に定める｡ 

３  評定委員会の事務局を工業会に置く｡ 

 

(規定の改廃) 

第４条  この規程の改廃は､評定委員会の審議を経て､会長が行う｡ 

 

(認定の申請) 

第５条  認定を受けようとするものは､会長に認定の申請を行うものとする｡ 

２  認定に関する手続きおよび必要事項は別に定める｡ 

 

(試験) 

第６条  工業会は､前条の申請に関わる試験を別に定める｢業務用厨房設備に付属するグリス

除去装置の技術基準｣に基づき行うものとする｡ 

２  工業会は､前項の結果を評定委員会に提出するものとする｡ 

 

(認定の可否) 

第７条  評定委員会は､前条の試験結果により認定の可否を判断し､その結果を会長に報告す

るものとする｡ 

 

(認 定) 

第８条  会長は前条において認定できる旨の報告を受けたときは認定を行い､申請者に対して､

別に定める認定書を交付するものとする｡ 

２  会長は認定をするに際し､必要に応じて条件を付すことができる｡ 

３  会長は前条において認定できない旨の報告を受けたときは､申請者に対して､その旨を書

面で通知するものとする｡ 
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(認定の有効期間) 

第９条  認定の有効期間については､認定日(認定が更新されたものにあっては更新日)から 5

年間とする｡ 

 

(有効期間満了に伴う認定の更新) 

第１０条  認定の更新手続き等は､第 5条､第 6条､第 7条および第8条に準じて有効期間満了

の前に行うものとする｡ 

 

(認定ラベル) 

第１１条  認定および更新を受けたものは､認定を受けた製品に認定ラベルを貼付しなければ

ならない｡ 

２  認定ラベルの貼付に関する責は、認定または更新を受けたものにあるものとする。 

３  認定ラベルの交付､価格､取り扱い等については別に定める｡ 

 

(変更の届出) 

第１２条  認定を受けた製品の名称について変更を行おうとするものは､会長に届出るものと

する｡ 

２  名称についての変更の届出を行った製品に関わる認定の期間については､認定の有効期間

の残存期間とする｡ 

３  届出に関する手続きは別に定める｡ 

 

(事故等の報告) 

第１３条  認定を受けたものは､認定を受けた製品に関連した事故が発生した場合､その大小

を問わず速やかに会長に報告しなければならない｡ 

 

(認定の取り消し) 

第１４条  会長は次の事項の一つ以上に該当した場合には､評定委員会の決定に基づき認定を

取り消すことができる｡ 

(1)  不正の手段により認定を受けたとき｡ 

(2)  認定の際に付された条件に反するとき｡ 

(3)  製品の製造､流通又は保守管理上著しい不備があると認められたとき｡ 

(4)  認定を受けた製品の構造､性能等を変更したとき｡ 

(5)  第 11条第1項又は第13条に違反したとき｡ 

(6)  事実誤認を招くデータを表示する等の悪質な行為をしたとき｡ 

(7)  事故等の事例があったとき｡ 

２  会長は､認定の取り消しを行う際には､認定を受けたものに対し､書面により通知するもの

とする｡ 

 

(認定の手数料) 

第１５条  認定または更新を受けようとするものは､予めその手数料を納付しなければならな
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い｡ 

２  前項に規定する手数料および納付手続きについては別に定める｡ 

 

(認定後の調査) 

第１６条  会長が必要であると認めるとき､認定を受けた製品について､関係者の承諾を得て､

調査を行うことができるものとする｡ 

 

(認定を受けた製品に対する責任) 

第１７条  認定を受けた製品に対する一切の責任は､認定を受けたものにあるものとする｡ 

 

(公 表) 

第１８条  会長は次の事項について､その旨を公表するものとする｡ 

(1)  第 8条第1項に基づく認定書を交付したとき｡(更新する場合を含む｡) 

(2)  第 12条に基づく変更があったとき｡ 

(3)  第 14条に基づく認定の取り消しをしたとき｡ 

(4)  認定ラベルの使用状況｡ 

 

(補 足) 

第１９条  この規程に定めるもののほか､グリス除去装置の認定業務に関して必要な事項は評

定委員会が定めるものとする｡ 

 

(附 則) 

この規程は平成8年 8月 16日から実施する｡ 
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グリス除去装置認定に関する申請規則 
 
 
グリス除去装置認定規程第５条第２項､第８条第１項及び第１２条第３項に規定する関係書

類等について定める｡ 
 

(申請書) 
第１条  グリス除去装置認定規程第５条第２項の申請の手続きは､次の申請書に関係書類を添

えて申請する｡ 
(1)  グリスエクストラクター様式 １－１ 
(2)  グリスフィルター様式 １－２ 
(3)  グリスセパレーター様式 １－３ 

２  前項の関係書類は次のものとする｡ 
(1)  共通書類 

ア グリス除去装置の図面  ３部 
イ 製品のカタログ(製版の写しでも可)  ５部 
ウ 型式表   ３部 
エ 製品に関する保守管理指針  ３部 

(2)  材質の不燃性が確認できない製品 
 不燃性試験(建築基準法施行令第１０８条に基づく機材試験)の成績証明書 ３部 

(3)  材質の耐食性･強度が確認できない製品 
ＪＩＳ Ｃ ２１４１に準拠する三点曲げ試験(技術基準の試験の方法の１-３に基づく

曲げ強度試験)成績表  ３部 
３ 試験体は一般社団法人日本厨房工業会(以下｢工業会｣という)の指定により提出すること｡ 
 
(認定書) 
第２条  グリス除去装置認定規程第８条第１項の認定書は次による｡ 

(1) グリスエクストラクター様式 １－４ 
(2) グリスフィルター様式 １－５ 
(3) グリスセパレーター様式 １－６ 

 
(変更届) 
第３条  グリス除去装置認定規程第１２条第３項の変更は､様式１－７の変更届を提出するも

のとする｡ 
 
(規則の改廃) 
第４条  この規則の改廃はグリス除去装置評定委員会の審議を経て､工業会の会長が行う｡ 
 
(附 則) 
この規則は平成８年８月１６日から実施する｡ 
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（様式１－１） 

 

                    申    請    書［グリスエクストラクター］ 

 

 

                                                                年   月   日 

 

一般社団法人 日本厨房工業会 

 会 長        殿 

 

                         【申請者】 

 

                          住 所      

 

                          会 社 名      

 

                          代 表 者 名      ○印 

 

                          担 当 者 名      

 

                          電 話 番 号                 (        ) 

 

                          F A X  番号                 (        ) 

 

 

  ｢業務用厨房設備に付属するグリス除去装置の技術基準｣に基づくグリスエクストラクタ－

の試験について下記のとおり申請します。 

 

 

                                        記 

 

  １．名    称                【                                    】 

 

  ２．試験体の寸法                        【          ×          ×            】 

 

  ３．添付するもの ① 試験体 １台 

② 試験体の図面 ３部       

（図面は外観図、三角法による図面、構造図とする） 

③ 製品に関する保守管理指針 ３部 

④ 製品カタログ（製版の写しでも可） ５部 

⑤ 型式表 ３部 
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（様式１－２） 

 

                    申    請    書［グリスフィルター］ 

 

 

                                                              年    月    日 

 

 

一般社団法人 日本厨房工業会 

会 長        殿 

 

 

                              【申請者】 

 

                               住    所 

 

                               会 社 名     

 

                               代表者名 ○印 

 

                               担当者名 

 

                               電話番号          （        ） 

 

                               FAX 番号          （        ） 

 

 

  「業務用厨房設備に付属するグリス除去装置の技術基準」に基づくグリスフィルタ－の 

試験について下記のとおり申請します。 

 

                                        記 

 

１．名    称     【                                                    】 

２．材    質     【                                                    】 

３．試験体の寸法     【                ×                ×                】 

４．添付するもの      ①試験体                                ３枚 

                   ②試験体の(外観､断面､側面)図面                ３部 

                          ③材質等の耐熱試験成績（公的）証明書              ２部 

                          ④三点曲げ試験結果等の成績証明書                  ３部 

                          ⑤製品に関する保守管理指針                        ３部 

                          ⑥製品カタログ（製版の写しでも可）                ５部 

                          ⑦型式表                                          ３部 
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（様式１－３） 

 

                     申    請    書［グリスセパレーター］ 

 

 

                                                                年   月   日 

 

一般社団法人 日本厨房工業会 

会 長        殿 

 

                        【申請者】 

  

                         住 所      

 

                         会 社 名      

 

                         代 表 者 名      ○印 

 

                         担 当 者 名      

 

                         電 話 番 号                   (        ) 

 

                         F A X  番号                   (        ) 

 

 

  ｢業務用厨房設備に付属するグリス除去装置の技術基準｣に基づくグリスセパレーターの試

験について下記のとおり申請します。 

 

 

                                        記 

 

  １．名    称              【                                    】 

 

  ２．試験体の寸法                    【          ×          ×            】 

 

  ３．添付するもの ① 試験体                       １台 

                   ② 試験体の図面                 ３部 

                   （図面は外観図、三角法による図面、構造図とする） 

                ③ 製品に関する保守管理指針           ３部 

         ④ 製品カタログ（製版の写しでも可）  ５部 

                 ⑤ 型式表                             ３部 
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認      定      書 
 
 

下記のグリスエクストラクターを「業務用厨房設備に付属するグリス除去

装置の技術基準」に基づく試験に合格したものと認める。 

 

   平成  年  月  日 

 

                                               一般社団法人  日本厨房工業会 

                                              会 長        ○印 

 

                                     記 

 

１．認 定 番 号          

２．名 称          

３．型 式          

４．申請者住所氏名  

  

５．有 効 期 間          

６．付 帯 条 件        
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タイプライターテキスト
(様式１－４)



 
 
 

認      定      書 
 
 

下記のグリスフィルタ－を「業務用厨房設備に付属するグリス除去装置の

技術基準」に基づく試験に合格したものと認める。 

 

   平成  年  月  日 

 

                                               一般社団法人  日本厨房工業会 

                                              会 長        ○印 

 

                                     記 

 

１．認 定 番 号         

２．名 称         

３．型 式         

４．申請者住所氏名  

  

５．有 効 期 間  

６．付 帯 条 件         
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タイプライターテキスト
(様式１－５)



 

 

 

認      定      書 
 
 

下記のグリスセパレーターを「業務用厨房設備に付属するグリス除去装置

の技術基準」に基づく試験に合格したものと認める。 

 

   平成  年  月  日 

 

                                               一般社団法人  日本厨房工業会 

                                              会 長        ○印 

 

                                     記 

 

１．認 定 番 号           

２．名 称           

３．型 式           

４．申請者住所氏名    

  

５．有 効 期 間           

６．付 帯 条 件           
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タイプライターテキスト
(様式１－６)



（様式１－７）     

 

変 更 届                    

 

                                                          年    月    日 

 

 

一般社団法人  日本厨房工業会 

 会 長         殿 

 

 

住 所         

社 名         

代 表 者                                       ○印  

担 当 者         

電話番号        （        ） 

FAX 番号        （        ） 

 

  貴工業会の認定を受けたグリス除去装置につき、下記のとおり変更をしますので届出ま

す。 

 

 

                                      記 

 

認定番号 
 

 

 

 
変  更  前 変  更  後 

名  称 

 

 

 

 

 

 

備  考 
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グリス除去装置認定ラベル取扱規則 
 

 
グリス除去装置認定規程第 11 条第 2 項に関する認定ラベルの交付､取扱および管理について

定める｡ 
 

(適用の範囲) 
第１条  この規則は､グリス除去装置の認定を受けたものに対して適用される｡ 
 
(認定ラベルの交付) 
第２条  認定ラベルの交付を受けようとするものは､様式２－１の｢グリス除去装置認定ラベ

ル申請書｣を以って社団法人日本厨房工業会の会長(以下｢会長｣という｡)に申請しなけれ

ばならない｡ 
２  会長は､申請に間違いのないことを確認のうえ認定ラベルを交付する｡ 
 
(認定ラベル) 
第３条  グリス除去装置認定規程で規定する認定ラベルは､次による｡ 

(1)  グリスエクストラクター 様式２－２ 
(2)  グリスフィルター 様式２－３ 
(3)  グリスセパレーター 様式２－４ 

２  刻印される認定番号は､次の項目を示す数字により表示するものとする｡ 
(1)  認定年(２桁とし､西暦の下２桁により表示する｡) 
(2)  グリス除去装置の種類(グリスエクストラクターは｢００１｣､グリスフィルターは｢０

０２｣､グリスセパレーターは｢００３｣とする｡) 
(3)  企業番号 
(4)  製品番号((３)の企業番号ごとのものとする｡) 
(5)  (１)から(４)までの数字を次のとおり表示する｡ 

９９－００１－９９ ９９ 
（１） (２)    （３） （４） 
 

(認定ラベルの管理) 
第４条  認定ラベルの交付を受けたものは､認定ラベルの使用状況について毎月一回様式２－

５の｢グリス除去装置認定ラベル使用状況報告書｣を以って会長に報告するものとする｡ 
 
(規則の改廃) 
第５条  この規則の改廃は､グリス除去装置評定委員会の審議を経て会長が行う｡ 
 
(附 則) 
この規則は平成８年８月１６日から実施する｡ 
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（様式２－１） 

                                                            年  月  日 

 

               グリス除去装置認定ラベル申込書                                                

 

一般社団法人 日本厨房工業会 

 会 長       殿 

 

 グリス除去装置認定規程第１１条を理解し下記の通り申し込みます。 

                                                                               

  認定番号                －     －  

  購入枚数                               枚  

 

 

 

 認定を受けた者及び担当者 

 

    電話番号:                             FAX番号： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 送付先 

 

 

 

 

    電話番号:                             FAX番号： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備 考 
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(様式２－２) 
 

グリスエクストラクターラベル 

 
                                      
                                     1.5cm 

 
                                                                      2.5cm  

９ ９ － ０ ０ １ － ９ ９ ９ ９  
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(様式２－３) 
 

グリスフィルターラベル 

 
                                      
                                     1.5cm 

 
                                                                      2.5cm  

９９－００２－９９９９
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(様式２－４) 
 

グリスセパレーターラベル 

 
                                      
                                     1.5cm 

 
                                                                      2.5cm  

９ ９ － ０ ０ ３ － ９ ９ ９ ９  
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(様式２－５) 

 

                                                                      年    月    日 

 

グリス除去装置認定ラベル使用状況報告書                                                         
 

 

    一般社団法人 日本厨房工業会 

     会 長 　　　　　　 殿 

     

 

                                                 認定番号      -     -      

 

                                                 会 社 名                 

 

                                                 担 当 者                 
 

                                                                                           

年 月 日      納入先又は設置場所    寸  法  枚数         適    用 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

           合      計       年  月分 
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改正 2011 年 6 月 28 日

改正2024 年 1 月  1 日 

改正2024 年10月 21 日  

グリス除去装置認定業務に関する料金規則 
 
 
グリス除去装置認定規程第 11条第 2項及び第 15条第 2項に関する認定に必要な手数料等に

ついて定める｡ 
 
(手数料) 
第１条  手数料の額については次のとおりである｡ただし消費税については別途である｡ 

(1) ￥２００，０００ 
￥８５０，０００ 
￥３００，０００ 
￥３００，０００ 

 グリスフィルター除去試験 
(2) グリスフィルター非着火試験 
(3) グリスエクストラクター試験 
(4) グリスセパレーター試験 
 

(認定ラベルの価格) 
第２条   認定ラベルの価格については､一枚あたり２５０円とする｡なお｡１種類につき１，０ 

００枚以上購入の場合は､一枚あたり２２０円とする｡ただし消費税は別途である｡ 
２    材質等の特殊なラベルに関しての価格はその都度定める。 
 
(納付手続き) 
第３条   第１条に定める手数料及び第２条に規程する価格を一般社団法人日本厨房工業会 
　　　(以下｢工業会｣という｡)  の指定する口座に納めなければならない｡ 
 
(規則の改廃) 
第４条   この規則の改廃は、工業会の会長が行う｡ 
 
(附  則) 
この規則は平成８年８月１６日から実施する｡ 

 

21



グリス除去装置委員会規程 
 

 
(目 的) 
第１条  グリス除去装置委員会(以下｢委員会｣という｡)は、厨房設備の天蓋に付属するグリス

除去装置に関する技術基準の策定及び改正について検討を行う｡ 
 
(委員会構成) 
第２条  委員会は次に揚げるもので構成する｡ 

総務省消防庁 経済産業省 自治体消防機関  学識経験者 
関連団体 業界識者 当工業会関係者 

２  委員長は､委員会を代表し､その運営を統括する｡ 
３  委員長は必要に応じて関係者の参加を求めることができる｡ 
 
(検討事項) 
第３条  委員会は､次の事項について検討する｡ 

(1) グリス除去装置技術基準の策定に関する事項 
(2) グリス除去装置技術基準の改定に関する事項 
(3) その他の関連事項 

 
(委 任) 
第４条  この規程に定めるもののほか､議事その他運営に関し必要な事項は､委員会で定める｡ 
 
(附 則) 
この規程は､平成 6 年 7 月 4 日から実施する｡ 
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  (JFEA 2024-4) 

業務用厨房設備に付属するグリス除去装置の技術基準                                   

 

適用範囲 

この基準は、業務用厨房設備における調理過程で発生する油脂および塵埃等※1（以下、「油脂分等」という）

をダクトに入る前に分離・除去することによって、ダクト火災予防に一定の効果があるもの（グリス除去装

置）について適用する。 

 

グリス除去装置の種類 

グリス除去装置には、グリスフィルター（以下「ＧＲＦ（1）」という）グリスエクストラクター（以下「Ｇ

ＲＥ（2）」という）、及びグリスセパレーター（以下「ＧＲＳ（3）」という）がある。 

 

注(1)  ＧＲＦとは、天蓋内部に設けられる媒介物であり、排気中の油脂分等の75%以上を排気ダクトに入る前に分離除去する

性能を有し、工具等を用いずに容易に着脱できるものをいう。 

 

注(2)  ＧＲＥとは、天蓋内部に設けられる装置であり、排気中の油脂分等の90%以上を排気ダクトに入る前に分離除去する性

能を有し、自動洗浄装置※2を備えたものをいう。 

 

注(3)   ＧＲＳとは、天蓋内部に設けられる装置であり、排気中の油脂分等の90%以上を排気ダクトに入る前に分離除去する性

能を有し、自動洗浄装置※2を持たないものをいう。 

 

※1 油脂及び塵埃等の除去は、油脂分の除去をもって確認する。 

※2 自動洗浄装置とは、温水等を使用しグリス除去装置内部に油脂分等が残留しないよう洗浄できる機能を有するものをいう。 
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bd
lPF =

。

細   則  
 

 

 

 

 

 

 

 

T：製 品 の厚 さ  
 
 
 
Ｆ：曲 げ強 度 〔㎏ f／㎝ 2〕  
Ｐ：試 験 体 が折 断 したときの荷 重 〔㎏ f〕  
ｌ：スパン（支 点 間 距 離 ）12 ㎝  
ｂ：試 験 体 の幅 〔㎝〕  
ｄ：試 験 体 の厚 さ〔㎝〕  
なお、クロスヘッドスピードは 10mm/min とする。  

試験の方法  
 
１．材 料  
(1)確 認 方 法 は次 によること。  

(1)    関 係 書 類 取 扱 説 明 書 、 カ タ ロ グ 、 構 造 図

等 )に基 づいて目 視 等 により確 認 するこ  
2)    関 係 書 類 によって耐 熱 性 が確 認 できないもの

については３ (2)により確 認 すること。  
3)    関 係 書 類 に よ って 一 定 の 耐 食 性 ・ 強 度 が 確

認 でき ないものについては次 の試 験 で確 認 するこ

と。  
ｱ .   試 験 要 領  
ｲ .   試 験 体 （15 ㎝×5 ㎝×T）3 個 を 10%の

水 酸 化 ナ ト リ ウ ム の 大 過 剰 容 量 水 溶 液

(60℃ )に 120 時 間 浸 漬 の後 水 洗 いをし､通

常 の使 用 に支 障 のない状 態 まで乾 燥 させた

もので､三 点 曲 げ強 度 試 験 を行 う。  
 

 

 
ｳ .   結 果 の確 認  
合 格 判 定 基 準 強 度 に つ い て は、 試 験 体 のい

ずれも 10 ㎏ f /㎝ 2 以 上 であること  
 

(2)   関 係 書 類 (取 扱 説 明 書 ､カタログ、構 造 図 等 )に

基 づいて目 視 等 により確 認 すること。  
 

技術上の基準  
 
１．材 料  

(1)  Ｇ Ｒ Ｆ に つ いて は、 通 常 の使 用 ・ 清 掃 等 の 維 持

管 理 において、機 能 上 支 障 をおよぼす恐 れのない耐

熱 性 、耐 食 性 及 び強 度 を有 する不 燃 材 であること。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  ＧＲＳ､ＧＲＥについてはステンレス鋼 板 又 は、これ

と同 等 以 上 の耐 熱 性 、耐 食 性 及 び強 度 を有 する不

燃 材 であること。  
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技 術 上 の基 準  

 

２．構 造  

油 脂 分 等 が火 源 及 び作 業 面 上 に滴 下 しないこと。Ｇ

Ｒ Ｆ 及 び Ｇ Ｒ Ｓ は 、 除 去 し た 油 脂 分 を 自 動 的 に 回 収 で

き、かつ容 易 に着 脱 ・清 掃 できること。ＧＲＥは､自 動 的 に

洗 浄 できる機 能 を有 すること。 

 
３．性 能  

(1)  ＧＲＦは、排 気 中 に含 まれる油 脂 分 を７５％以 上

除 去 すること。 

試 験 の方 法  

 

２．構 造  

関 係 書 類 (取 扱 説 明 書 、カタログ、構 造 図 等 )に基 づ

いて目 視 等 により確 認 すること｡ 

 

 
 
３．性 能  

(1)   除 去 の 性 能 に つ いて は 、 別 図 [Ⅰ ]に 相 当 す る 装

置 により確 認 すること。 

1) 試 験 要 領  

ｱ.  ＧＲ Ｆ の下 限 と火 源 ( 鍋 底 ) の距 離 は､ 45

㎝程 度 とし､水 平 面 に対 し 45 度 以 上 の傾

斜 を有 すること。 

ｲ.   温 度 を 270℃に保 つように設 定 したアルミ

製 鍋 に ､ 油 及 び 水 を 同 時 に 滴 下 し 油 脂 蒸

気 を発 生 させる。 

ｳ.   使 用 する油 は、植 物 油 とする。 

ｴ.   油 の供 給 は、5 分 間 の点 滴 量 13g 程 度

（10 秒 10 滴 程 度 ）とし、水 の供 給 は 5 分 間

の点 滴 量 40ｇ程 度 （10 秒 30 滴 程 度 ）とす

る。 

ｵ.  ＧＲＦ前 方 の風 速 は､風 量 調 整 用 ダンパ

－の調 節 により､平 均 風 速 1.1m/sec から

1.2m/sec とする。ただし､特 別 に風 速 が指 定

されている場 合 は、それによること。 

ｶ.   試 験 時 間 は、連 続 4 時 間 とする。 

 

2) 結 果 の確 認  

ｱ .   グリス除 去 率 の測 定  

100
)(

)()((%) ×
油脂蒸気の油使用料

付着量グリス回収容器
除去率

g
gGRFg +=  

細    則  

 

 

 

 

 

 

 

 

３  性 能  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ｳ .   植 物 油 は、大 豆 白 絞 油 を使 用 する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  油 脂 蒸 気 の油 使 用 量 は、油 脂 蒸 気 発 生 容 器 の油

脂 残 留 量 (Ｂ[g])及 び周 囲 への飛 散 量 (Ｃ[g])を油 供 給

量 (Ａ[g])から差 し引 くものとする。 

 

油 脂 蒸 気 の油 使 用 料  ＝ Ａ－(Ｂ＋Ｃ) [g] 
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100)((%)
)()(
×

ｸ

付着量
付着率

付着量ﾞﾘｽ回収容器回収量 gGRFg
gGRF

+
=

。  

細   則  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ｱ.  植 物 油 は、大 豆 白 絞 油 を使 用 する。 

    浸 漬 時 間 は 10 分 程 度 、放 置 時 間 は 30 分 程 度  

    とする。 

 

 

 

 

 

ｳ .   植 物 油 は、大 豆 白 絞 油 を使 用 する。  

試 験 の方 法  
 

ｲ .   グリス付 着 率 の測 定  

 

 
(2)   非 着 火 性 能 については、別 図 ［Ⅱ］に相 当 する装

置 により確 認 すること。  
1) 試 験 要 領  

ｱ .   ＧＲＦは、植 物 油 が入 った油 漕 中 に十 分

浸 漬 させ、油 漕 中 から取 り出 した後 、油 がし

た た り 落 ち な い 状 態 の も の を 装 置 に 取 付 け

る。  

ｲ .   ＧＲＦ前 方 の風 速 は、風 量 調 整 用 ダンパ

ーの調 節 により､平 均 風 速 1.1m/sec から

1.2m/sec とする。ただし、特 別 に風 速 が指

定 されている場 合 は、それによること。  
ｳ .   直 径 約 40 ㎝、深 さ約 10 ㎝の鉄 鍋 の中

に、植 物 油 2 ㍑をいれて揚 げ物 火 災 を発 生

させる。  
 

2) 結 果 の確 認  

ｱ .   非 着 火 性 能 に つ い て は 、 Ｇ Ｒ Ｆ の 裏 面 の

排 気 ダクト入 口 の温 度 が 180℃に達 するま

でに、炎 がダクト入 口 まで至 らないこと

ｲ .   耐 熱 性 については、ＧＲＦの裏 面 の排 気 ダ

クト入 口 の温 度 が 180℃に達 するまでに､当

該 ＧＲＦに破 損 ・損 傷 等 が生 じないこと。  
ｳ .   排 気 ダクト入 口 が 180℃に達 しない場 合

は、達 する最 高 温 度 により確 認 すること。  
 

技 術 上 の基 準  
 

 
 
 
 
 
 
(2)  Ｇ Ｒ Ｆ で グ リ ス 付 着 率 １ ０ ％ 以 上 の も の に あ っ て

は、一 定 の非 着 火 性 能 を有 すること。  
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100-)( ×=
発生ミスト濃度

透過ミスト濃度発生ミスト濃度％除去率

細   則  
 
  

試 験 の方 法  

 

(3)   ＧＲＳ及 びＧＲＥの性 能 については､別 図 ［Ⅲ］に相

当 する装 置 により確 認 すること。  
1) 試 験 の要 領  

ｱ .   温 度 を 270 ℃ に保 つように設 定 したアルミ

製 鍋 に、油 及 び水 を同 時 に滴 下 し油 脂 蒸

気 を発 生 させる。  
ｲ.   使 用 する油 は、植 物 油 とする。 

ｳ.   油 の供 給 量 は 1 分 間 に 4～5g、水 の供

給 量 は１分 間 に 12～15g とする。 

ｴ.   風 量 調 節 用 ダンパ－に より、 風 速 又 は、

風 量 及 び静 圧 を試 験 体 の指 定 値 に調 整 す

る。 

ｵ.  試 験 時 間 は、発 生 ミスト側 濃 度 測 定 時

間 は 30 分 間 、透 過 ミスト側 濃 度 測 定 時 間

は 60 分 間 とする。 

ｶ.  グラスクロスフィルタ－は､約 110℃に保 った

恒 温 乾 燥 器 で 60 分 間 以 上 乾 燥 した後 秤

量 する。 

ｷ.  チュ－ ビン グポン プ 及 び 加 熱 装 置 は試 験

開 始 後 60 分 で停 止 する。 

2) 結 果 の確 認  

 

 

４．記 載 内 容 を確 認 すること。 

技 術 上 の基 準  
 

(3)  ＧＲＳ及 びＧＲＥは、排 気 中 に含 まれる油 脂 分 を

９０％以 上 除 去 すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．取 扱 説 明 書 (カタログ又 は工 事 説 明 書 を含 む)には

次 の事 項 を記 載 及 び表 示 のこと。 

(1)静 圧 の値  

(2)風 速 の値  

(3)清 掃 事 項  

(4)表 示 事 項 （維 持 管 理 等 ） 
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別 図Ⅰ 
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別 図Ⅱ 
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別 図Ⅲ 
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改正 2011 年 6 月 28 日 

 
グリス除去装置評定委員会規程 

 
 
(目 的) 
第１条  この規定は､グリス除去装置認定規程第３条第２項に基づきグリス除去装置評定委員

会(以下｢委員会｣という｡)の構成､業務内容等について定める｡ 
 
(委員会) 
第２条  委員は学識経験者、関係各所から募集し、日本厨房工業会の会長が委嘱する｡ 
２  委員長は､委員の互選による｡ 
３  委員長は､委員会を代表し､その運営を統括する｡ 
４  委員長に事故があるときは､委員長が予め指名した委員がこれを代理する｡ 
５  委員長は､必要に応じて関係者の参加を求めることができる｡ 
 
(業務内容) 
第３条  委員会は次の業務を行う｡ 

(1)  グリス除去装置認定規程第７条に関わる事項 
(2)  その他関連事項 
 

(委 任) 
第４条  この規程に定めるもののほか､議事その他運営に関し必要な事項は､委員会で定める｡ 
 
(附 則) 
この規程は､平成８年８月１６日から実施する｡ 
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